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（2013）年度
前年度

（2024）年度
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（2027）年度

排出の状況及び目標 排出量等の実績
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排　　出　　量

削減率・増減率
(基準年度比)

差引後排出量

削減率・増減率
(基準年度比)

原単位の考え方
ごみ処理量の変動により、エネルギー使用量が大きく左右されるため、大阿蘇環境センター未来館のごみ処理量で除した値を原単位とし、その他の施設につ
いては、延床面積で除した値を原単位とする。
このため、組合全体の原単位は算出不可である。

△ 100.0 △ 100.0

①－②
差引後排出量

7,492 5,550

△ 100.0△ 100.0
削減率・増減率
(基準年度比)

△ 100.0 △ 100.0

その他知事が認
めるもの

グリーン電力証書等

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

森林整備等

△ 100.0 △ 100.0 △ 100.0

②補完的手段によ
る削減量

削減率・増減率
(基準年度比)

△ 100.0 △ 100.0 △ 100.0

住 所 ( 法 人 に あ っ て は 、
主たる事務所の所在地)

熊本県阿蘇市跡ヶ瀬１７７番地

氏 名 ( 法 人 に あ っ て は 、
名称及び代表者の氏名)

阿蘇広域行政事務組合
管理者　　松嶋　和子

区　　　　　　　　　　　　分

前年度の原油換算
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量

県内登録の
自動車数

熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第５条第
１号該当特定事業者（大規模エネルギー使用事業者）

熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第５条第
２号該当特定事業者（自動車運送事業者）

事 業 概 要 公務・地方公務

該 当 す る 事 業 者 要 件

年度

温室効果ガスの排出の
抑制を図るため実施しよ
う と す る 措 置 の 内 容

【設備更新等】
・施設内照明設備を高効率照明へ更新
・機器モーターを高効率モーターへ更新

【その他の措置】
・施設内照明の消灯管理
・空調設備の適正温度管理

年　度　区　分

①排出量 7,492 5,550

適用範囲
取得

年月日

計 画 期 間 令和7（2025） 年度 令和9（2027）

特定事業者以外の事業者

温室効果ガスの排出の
抑 制 を 図 る た め の
基 本 方 針

第7次阿蘇広域行政事務組合地球温暖化対策実行計画を推進し、平成25年度（2013
年度）の二酸化炭素排出量を基準として、計画期間の最終年度である令和9年度（2027
年度）の二酸化炭素排出量を基準年度比で40％削減することを目指す。

温室効果ガスの排出の
抑 制 を 図 る た め の
推 進 体 制

エネルギー管理統括者である事務局長を筆頭に、総務課1名（エネルギー管理企画推進者）及
び環境衛生課1名（エネルギー管理員）の職員3名が率先して業務にあたる。

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ名称

燃料及び熱 3,939 3,322

電気 3,553 2,228


